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道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について 

 

 

 

  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第２３条の３の規定

に基づく運行管理者資格者証の返納等の行政処分等を行う場合の基準を下記のとお

り定めたので、公示する。 
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記 

 

１ 通則 

（１）運行管理者資格者証の返納命令の発令等は、「旅客自動車運送事業者（一般貸切

旅客自動車運送事業者を除く。）に対する行政処分等の基準及び旅客自動車運送事

業者の法令違反に対する行政処分等の公表基準について」（平成２５年９月３０日

付け、中運局公示第５９号。以下「乗合・乗用の処分基準」という。）、「一般貸切

旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準及び法令違反に対する行政処分

等の公表基準について」（平成２８年１１月３０日付け、中運局公示第８２号。以

下「貸切の処分基準」という。）（以下これらを合わせて「行政処分等の基準」と

いう。）による旅客自動車運送事業者の行政処分等を行う場合に同時に行うものと

する。ただし、２（５）、（６）及び（９）により発令する場合並びに事業を廃止し

た等により旅客自動車運送事業者の行政処分等が行われない場合は、単独で行う

ものとする。 

（２）行政処分は、法第２３条の２第１項の規定に基づき旅客自動車運送事業の運行管

理者資格者証の交付を受けた者（以下「資格者」という。）の運行管理者資格者証

の返納とする。 

また、資格者の運行管理者資格者証の返納に至らないものは、警告とし、行政処

分と合わせたものを「処分等」という。 

（３）処分等は、２及び３により行うものとする。 

なお、２（４）（ア）及び（イ）並びに３の基準日車等の総和の算定については、

運行の安全確保に関する違反（法第２３条第２項及び法第２３条の５第１項の規

定に係る違反をいう。以下同じ。）、同一の資格者の運行の安全確保に関する違反

の再違反（本基準に基づく処分等を受けた資格者が、当該処分等を受けた日から

３年以内に更に同一の事項について運行の安全確保に関する違反を行ったことが

確認された場合をいう。）及び累違反（本基準に基づく処分等を受けた資格者が当

該処分等を受けた日から３年以内に同一の事項について２度以上運行の安全確保

に関する違反を行ったことが確認された場合をいう。）について、それぞれ、行政

処分等の基準による初違反、再違反及び累違反に対する基準日車等を適用するも

のとする。 

 

２ 運行管理者資格者証の返納命令処分 

（１）資格者が次のいずれかに該当することとなった場合には、当該資格者の運行管理

者資格者証の返納を命ずるものとする。 

（ア）事業用自動車を運転した場合（選任運転者に限らず、事業用自動車を運転し

た行為をいう。）において、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨

害運転、無免許運転又は酒気帯び運転を行った場合 



  

（イ）行政処分等の基準に規定する違反の事実の隠滅を目的として、法若しくは法

に基づく命令又はこれらに基づく処分に関する書類又はこれに類するものを

隠滅し又は改ざんを行う等これを疑うに足りる相当の理由が認められる場合 

（２）法第２３条第１項及び旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４

号。以下「運輸規則」という。）第４７条の９第１項の規定に基づき選任されてい

る者（以下「運行管理者」という。）が次に該当することとなった場合には、当該

運行管理者の運行管理者資格者証の返納を命ずるものとする。 

事業用自動車の運転者（選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。

以下同じ。）が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運

転又は最高速度違反行為を引き起こした場合であって、資格者が当該違反行為を

命じ、又は容認したとして都道府県公安委員会から道路交通法（昭和３５年法律

第１０５号）第２２条の２第２項（同法第６６条の２第２項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく協議及び同法第７５条第３項（同法第７５条の２第３

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく意見聴取並びに同法第１０８条

の３４の規定に基づく通知（以下「道路交通法通知等」という。）があった場合 

（３）運輸規則第４７条の９第３項の規定に基づき選任されている者（以下「補助者」

という。）である資格者が次に該当することとなった場合には、当該資格者の運行

管理者資格者証の返納を命ずるものとする。  

事業用自動車の運転者が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運

転、過労運転又は最高速度違反行為を引き起こした場合であって、当該補助者が

その業務において運転者がこれらを引き起こすおそれがあることを認めたにも

かかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は運行管理者の指示に従わずに、

当該違反行為を命じ、又は容認したとして都道府県公安委員会から道路交通法通

知等があった場合 

（４）次のいずれかに該当することとなった場合には、運行管理者資格者証の返納を命

ずるものとする。 

（ア）乗合・乗用の処分基準Ⅰ１（４）①イ（ウ）、（エ）、若しくは同Ⅰ２（４）

①エ（ウ）、（エ）に該当した場合又は乗合・乗用の処分基準による運行管理者

の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する基準日車等の総和が１２０

日車以上となった場合には、運行管理者に対し、当該運行管理者の運行管理

者資格者証の返納を命ずるものとする。この場合において、複数の運行管理

者が選任されている場合の運行管理者資格者証の返納命令処分は、運輸規則

第４７条の９第２項の規定に基づき選任されている者（以下「統括運行管理

者」という。）に対して行うものとする。 

（イ）貸切の処分基準Ⅰ４．（１）②ウ、エ、オ若しくはカに該当した場合又は自

動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条第３号、第４号、

第７号、第８号又は第１０号に規定する事故を引き起こしたことを理由とす

る監査を実施し、貸切の処分基準による運行管理者の運行の安全確保に関す



  

る違反の各事項に対する基準日車等の総和が１２０日車以上となった場合に

は、当該営業所において選任された全ての運行管理者（当該違反事実を確認

した後に解任された者を含む。）に対し、運行管理者資格者証の返納を命ずる

ものとする。ただし、運行管理者が当該法令違反に全く関与していないこと

又は当該運転者に係る業務を全く実施していないことを当該運行管理者又は

当該一般貸切旅客自動車運送事業者（以下「貸切事業者」という。）が証明し

た場合は、この限りでない。 

（ウ）貸切事業者が、貸切の処分基準Ⅰ５．（１）④に該当することにより許可の

取消処分を受けることとなる場合には、当該営業所において選任された全て

の運行管理者（当該違反事実を確認した後に解任された者を含む。）に対し、

運行管理者資格者証の返納を命ずるものとする。ただし、運行管理者が当該

法令違反に全く関与していないこと又は当該運転者に係る業務を全く実施し

ていないことを当該運行管理者又は当該貸切事業者が証明した場合は、この

限りでない。 

（エ）貸切事業者が、貸切の処分基準Ⅰ５．（２）に該当することにより許可の取

消処分を受けることとなる場合であって、運行管理に係る悪質な法令違反が

あると認められる場合には、当該営業所において選任された全ての運行管理

者（事故発生後に解任された者を含む。）に対し、運行管理者資格者証の返納

を命ずるものとする。ただし、運行管理者が当該法令違反に全く関与してい

ないこと又は当該運転者に係る業務を全く実施していないことを当該運行管

理者又は当該貸切事業者が証明した場合は、この限りでない。 

（５）資格者が実際に運行管理業務を行っていないにもかかわらず、その名義を当該

事業者に使用（選任の届出をした場合を含む。）させた場合には、当該資格者の

運行管理者資格者証の返納を命ずるものとする。 

（６）運行管理者試験の受験資格の詐称など、不正な手段により運行管理者資格者証

を取得したことが判明した場合には、当該者の運行管理者資格者証の返納を命

ずるものとする。 

（７）複数の種類の運行管理者資格者証（法第２３条の２第１項の規定に基づき交付

されたものに限る。）を有している者に対する返納命令処分は、（４）の場合に

ついては返納を命じようとする者が運行管理を行っている事業の運輸規則第４

７条の９の表第１欄の種別に応じて、同表第３欄に掲げる運行管理者資格者証

（特定旅客自動車運送事業にあっては、同表第４項第３欄に掲げる運行管理者

資格者証のうち、当該者が有している運行管理者資格者証）の返納を命ずるも

のとし、（１）～（３）、（５）、（６）及び（９）の場合については全ての旅客自

動車運送事業に係る運行管理者資格者証の返納を命ずるものとする。 

（８）運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者に対しては、法第２３条の

２第２項第１号の規定に基づき、処分の日から５年を経過しなければ運行管理

者資格者証の交付を行わないものとする。運行管理者資格者証の返納命令に違



  

反した場合も同様とする。 

（９）運行管理者が、事業用自動車、自家用自動車にかかわらず酒酔い運転、薬物等

使用運転又は酒気帯び運転をした場合には、当該運行管理者の運行管理者資格

者証の返納を命ずるものとする。 

 

３ 資格者の警告 

貸切事業者以外の旅客自動車運送事業者については、乗合・乗用の処分基準による

運行管理者の運行の安全確保に関する違反の各事項に対する基準日車等の総和が

３０日車以上１２０日車未満の場合は、警告を行うものとする。この場合において、

複数の運行管理者が選任されている場合の警告は、統括運行管理者に対して行うも

のとする。 

 

 

附 則 

この公示は、令和８年１月３０日から施行する。 

 


